
大府医発第 607号 

令和 4年 12月 12日 

 

郡市区等医師会長 殿 

 

大阪府医師会長 

高 井 康 之 

（公印省略） 

 

医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈に

ついて（その２） 

 

時下益々ご清祥のことと拝察しお慶び申し上げます。 

平素は本会事業に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、この度、厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に標記通知が発出さ

れるとともに同医政局及び老健局から周知方依頼があったとのことで、日本医

師会より別添の通り連絡がありました。 

本件は、規制改革実施計画に基づき、介護現場で実施されることが多いと考え

られる行為であって、原則として医行為でないと考えられるもの及び当該行為

を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力

に関する事項について示すものです。 

行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医師、歯科医師又は看護職員

との連携や必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研修を行うこと

が適当であるとされています。また、病状が不安定であること等により専門的な

管理が必要な場合には医行為であるとされる場合もあり得ること、今回の整理

はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するもの

であり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の

責任は別途判断されるべきものであること等の注意事項も併せて示されていま

す。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、貴会所属の会

員各位への周知につきまして、ご高配賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

なお、参考資料として、本件の（その 1）に該当する日本医師会連絡文書（平

成 28年 11月 25日付）を併せて添付いたします。 

 

【事務担当】 

一般社団法人大阪府医師会総務課企画室 

ＴＥＬ06-6763-7021 



日医発第 1743 号（地域）（介護） 

 令和４年１２月９日 

  
都道府県医師会長 殿 

 
日本医師会長     

                            松 本 吉 郎 
（公印省略）  

 
医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び  

保健師助産師看護師第３１条の解釈について（その２）  
 
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

 今般、厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に標記通知が発出されるとと

もに、本会に対しては医政局及び老健局から周知方依頼がありました。  

 本件は、規制改革実施計画に基づき、介護現場で実施されることが多いと考え

られる行為であって、原則として医行為でないと考えられるもの及び当該行為を

介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関

する事項について示すものです（「平成１７年通知」は、平成１７年８月８日付

日医発第 375 号（地Ⅰ80）、平成２８年１１月２５日付（地 230）の文書をもっ

て送付済み）。  

行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医師、歯科医師又は看護職員

との連携や必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研修を行うことが

適当であるとされています。また、病状が不安定であること等により専門的な管

理が必要な場合には医行為であるとされる場合もあり得ること、今回の整理はあ

くまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであ

り、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任

は別途判断されるべきものであること等の注意事項も併せて示されています。  

 
 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、貴会管下郡市

区医師会への周知方につきまして、ご高配賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。  



 

医政発 1201 第５号 

令和４年 12 月１日 

 

公益社団法人 日本医師会会長 殿 

 

厚生労働省医政局長 

                        （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条

の解釈について（その２） 

 

 標記について、別添のとおり各都道府県知事宛て通知しましたので、その内容に

ついて御了知いただきますようお願いいたします。 
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医政発 1201第４号 

令和４年 12月１日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈について

（その２） 

 
 

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下同じ。）

は、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条その他の関係法

規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の

医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお

それのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断

する必要があるが、介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じる

ことの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの等については、これま

で、「医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈につい

て（通知）」（平成 17 年７月 26 日付け医政発第 0726005 号厚生労働省医政局長通知。以

下「平成 17年通知」という。）等においてお示ししてきたところである。 

今般、規制改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定）において、平成 17 年通知に記

載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行

為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心し

て行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事

前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。 

これを踏まえ、医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であ

って、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当た

っての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとおり

列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か

判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考とされたい。 

なお、本通知については、厚生労働省社会・援護局及び老健局と調整済みである。また、

当然のこととして、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安

全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医

師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事

者による研修を行うことが適当であることを申し添える。 

  

（別添）
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（別紙） 

（在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係） 

１ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師か

ら指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡

し、使い終わった注射器の片付け（注射器の針を抜き、処分する行為を除く。）及び記

録を行うこと。 

２ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が血糖測定及

び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示され

たインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。 

３ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が準備したイ

ンスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っ

ているかを読み取ること。 

 （血糖測定関係） 

４ 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、

血糖値の確認を行うこと。 

（経管栄養関係） 

５ 皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない

患者について、既に患者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテ

ープが外れた場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行

うこと。 

６ 経管栄養の準備（栄養等を注入する行為を除く。）及び片付け（栄養等の注入を停止

する行為を除く。）を行うこと。なお、以下の３点については医師又は看護職員が行う

こと。 

① 鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されてい

るかを確認すること。 

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に

問題がないことを確認すること。 

③ 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認

し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。 

 （喀痰吸引関係） 

７ 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する

目的で使用する水の補充を行うこと。 

（在宅酸素療法関係） 

８ 在宅酸素療法を実施しており、患者が援助を必要としている場合であって、患者が酸

素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示

された酸素流量の設定、酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニ

ューレの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始（流

入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。）や停止（吸入中の酸素

マスクや経鼻カニューレの除去を含む。）は医師、看護職員又は患者本人が行うこと。 

９ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機

器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと。 
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10 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立

会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。 

（膀胱留置カテーテル関係） 

11 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄（ＤＩＢキャップの開閉を含む。）を

行うこと。 

12 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。 

13 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、

あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。 

14 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテー

テルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。 

 （服薬等介助関係） 

15 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認

し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族

等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を

受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は

歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬

品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液

の塗布（褥瘡の処置を除く。）、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助するこ

と。 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態

の経過観察が必要である場合ではないこと 

③ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて

専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 （血圧等測定関係） 

16 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定

するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。 

17 半自動血圧測定器（ポンプ式を含む。）を用いて血圧を測定すること。 

（食事介助関係） 

18 食事（とろみ食を含む。）の介助を行うこと。 

 （その他関係） 

19 有床義歯（入れ歯）の着脱及び洗浄を行うこと。 
 

注１ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレが

ずれ、次のいずれかに該当する患者が一時的に酸素から離脱（流入量の減少を含む。）

したことが見込まれる場合に、当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すこと

も、原則として、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条

の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 

・ 肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難であ

る患者 

・ 睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困

難である患者 
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注２ 前記１から 19まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17条、

歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の規制の対象とする必要があるも

のでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が

必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業

者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員

に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられ

る。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職

員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

また、前記１から４までに掲げる行為については、患者の血糖値や食事摂取量等が不

安定でないことが必要である。 

さらに、前記２、４、16 及び 17 に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の

要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常

値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 

 

注３ 前記１から 19 まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、

歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、その実施に当たっては、当然ながら患者本人や

家族に対して分かりやすく、適切な説明を行うとともに、介護職員等の実施する行為に

ついて患者本人や家族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。ま

た、必要に応じて、注２のサービス担当者会議の開催時等に医師、歯科医師又は看護職

員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケアの実施後に医師、歯科医師又

は看護職員に報告を行う等して適切に連携することが望ましい。 

 

注４ 前記１から 19 まで及び注 1 に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、

歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研

修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する

者の研修の必要性を否定するものではない。 

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう

監督することが求められる。 

 

注５ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関

するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上

の責任は別途判断されるべきものである。 

 

注６ 前記１から 19まで及び注 1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て

られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果

について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。前記 15に掲げる服薬

等の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが

望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。 



事 務 連 絡 

令和４年12月１日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

 厚 生 労 働 省 老 健 局 認 知 症 施 策 ・ 地 域 介 護 推 進 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 

解釈について（その２）」の周知について 

 

日頃より厚生労働行政の推進につきまして御理解・御協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

今般、「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条

の解釈について（その２）（通知）」（令和４年 12月１日付け医政発 1201第４号 厚

生労働省医政局長通知（別添））が、都道府県知事宛て発出されました。 

医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、

原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当

たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別

添のとおり列挙されていますので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しな

い者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際

の参考としてください。 

なお、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安全

に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏ま

え、医師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの

作成や医療従事者による研修を行うことが適当であるとされていることを申し添

えます。 

貴会におかれましては、別添の内容について御了知いただくとともに、会員各

位に対し御周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

【別添】 

「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈に

ついて（その２）」（令和４年12月１日付け医政発1201第４号 厚生労働省医政局

長通知） 
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平成２８年１１月２５日 

 
 都道府県医師会 

担 当 理 事 殿 
  
 

日本医師会常任理事      
釜 萢  敏 

 
医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の 

解釈について（周知） 
 
 
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

 さて、厚生労働省医政局医事課より各都道府県衛生主管部局宛に標記事務連絡

が発出されるとともに、本会に対しても了知方依頼がありました。  

 本件は、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等から、医行為の範囲

についての疑義が多数寄せられていることから、平成１７年の通知「医師法第１

７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈について」

（平成１７年８月８日付日医発第 375 号（地Ⅰ 80）の文書をもって貴会宛送付済

み）について、再度周知するものであります（解釈の変更はありません）。  

 なお、厚生労働省の事務連絡にはありませんが、これに関連して、平成２３年

７月２６日付（地Ⅰ 111）の文書をもって、ストーマ装具の交換に関する疑義照会

文書もお送りしております。  

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。  

 



公益社団法人日本医師会担当理事殿

医師法第17条、歯科、医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の

解釈について(周知)

標記について、別添のとおり平成28年11月1日付けで各都道府県衛生主

管部(局)宛てに事務連絡を発出いたしましたので、その内容について御了知

いただきますようぉ原哉、いたします。

事務

平成28年1

厚生労働省医政局医事課長

連

1月2

絡

1日



各都道府県衛生主管部局'宛

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の

解釈について(周知)

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条

の解釈について」(平成17年7月26日付け医政発第0726005号)において、

医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において医行為であるか否か

の判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考

えられるものを列挙しているところです偶嘱氏1参照)。

今般、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等から医行為の範囲に

ついての疑義が多数寄せられているところであり、改めて、当該通知の趣旨及

ぴ内容について十分御了知の上、その運用に遺漏のないようぉ願い申し上げま

す。

事務連

平成28年11月

厘回

厚生労働省医政局医事課

絡

1日



各都道府県知事殿

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の

解釈について.(通知)

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下

同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看誰師法第31

条その他の関係滋見によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を

行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及

ぼし、又は危害を及.ぽすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって

行うことであると解している。

医政発第 0726005 号

平成17年7月26日

厚生労働省医政局

回麺

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に

判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識

の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背

景に、高齢者介護や障害者介護の現場等に粘いて、医師、看誰師等の免許を有さない

者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されて

いるどの声も聞かれるところである。

このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介謹の現場等に給いて判断に疑義が

生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙

の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが

適切か否か判断する際の参考とされたい。

なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現

場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。

廊嵳篇樹

§塵商
肩長如痩



1 水銀体温計・電子体温計により箙下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計

により外耳道で体温を測定すること

2 自動血圧測定器により血圧を測定すること

3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度

を測定するため、パルスオキシメータを装着すること

4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない

処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)

5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が

確認、し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人

又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師

の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品にっい

て、医師又は歯科医師の処方及ぴ薬剤師の服薬指導の上、看護職員、の保健指導・助

言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(裾

癒の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内

服(舌下錠の使用も含む)、紅門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助

すること。

①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定してぃること

②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容

態の経過観察が必要である場合ではないこと

③内用薬については誤礁の可能性、坐薬については庭門からの出血の可能性など、

当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではない

こと

(号1孫勵

注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及

び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると

考えられる。

①爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かっ、糖

尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切る

こと及び爪ヤスリでやすりがけすること



② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラ

シや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れ

を取り除き、清潔にすること

③耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)

注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第

17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看誰師法第31条の規制の対象と

する必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には

実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、

④ストマ装具のパウチにたまった排港物を捨てること。(肌に接着したパウチ

の取り替えを除く。)

⑤自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと

⑥市販のディスポーザプルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること

※挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、

成人用の場合で40グラム程度以下、 6歳から12歳未満の小児用の場合で

20グラム程度以下、 1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以

下の容量のもの

注2 上記1から5まで及ぴ注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第

17条、歯科医師法第17条及ぴ保健師助産師看護師法第31条の規制の対象と

する必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること

等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。

このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応

じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状

態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、医師、'歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置

を.速やかに講じる必要がある。

また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要

否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の

異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきもので

ある。



介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。

また、介護サービスの事業者等は、.事業遂行上、安全にこれらの行為が行われ

るよう監督することが求められる。

注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解

釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑

事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。

注5 上記1から5まで及ぴ注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画

が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うととも

に、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。

上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看

護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、そ

の指導の下で実施されるべきである。

注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定す

るものではない。

、


